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民事損害賠償として支払われる損害賠償金又は保険金について、労災保険給付と支給
調整される範囲については、労災保険給付と同一の事由のものに限られていますが、労
災保険給付に対応する損害賠償項目については、下記のとおりとなっています。
なお、労災保険では被災者等に対して、保険給付のほか特別支給金も支給することと
していますが、特別支給金は保険給付ではなく社会復帰促進等事業として支給されるも
のですから、支給調整の対象とはなりません。
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